
※ No.1～4は消毒ポイントの位置を示しています

石巻市における高病原性鳥インフルエンザの発生に係る移動及び搬出制限区域について

搬出制限区域
・発生農場から半径10km圏内（半径3km圏内除く）
・家きん、卵、堆肥等の移出を禁止
（搬出制限区域内の施設への移出を除く）

移動制限区域
・発生農場から半径3km圏内
・家きん、卵、堆肥等の移動を禁止
・移動制限区域外からの移入を禁止
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